
　特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降は、一方的に送り付けられた商
品は直ちに処分することができるようになりました。改正前は、商品が送り付けられ
た日から起算して14日が経過するまでは処分することができませんでした。
○一方的な送り付け行為への対応3箇条
　その1：商品は直ちに処分可能
　　　　　注文や契約をしていないにも関わらず、金銭を得ようとして一方的に送

り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
　その2：事業者から金銭を請求されても支払い不要
　　　　　一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じませ

ん。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不
要です。事業者から金銭の支払いを請求されても、応じないようにしまし
ょう。

　その3：誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
　　　　　一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払い義務があ

ると誤解して、支払ってしまったとしても、返還を請求することができます。
　　　　　対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
　不安に思ったとき、トラブルに遭ったときは自分ひとりで抱え込まず、すぐに相談
しましょう。
◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
 一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に！
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　半田消防署阿久
比支署で行われた

「知多中部広域少年消防クラブ消防体
験」の体験の1つに「はしご車搭乗体験」
があるのですが、消防士さんからの提案
で広報担当の私も乗せていただくこと
になりました。子どもたちは12メートル
ほどの高さまでのぼったのですが、消防
士さんから「30メートルまで伸びます
（爽やかな笑顔）」と言われ、30メートル
の高さまで乗せていただくことに（内心
ビクビク）。始めは怖くて下を見ることが
できなかったのですが、こわごわ辺りを
見渡すと公民館や庁舎、周辺の家が眼
下に見え、「この高さで消防士の皆さん
は仕事をされているんだ…！」と実感する
ことができました。阿久比支署の皆さ
ん、貴重な体験をありがとうございまし
た！

編集後記

　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、阿久比町文化祭芸能大
会・総合展示（みんなの美術展）を
中止します。
■問い合わせ先
　社会教育課公民館係
　（48）1111（内1501）

　10月20日現在で社会生活基本
調査を実施します。
　この調査は、1日の生活時間や過
去1年間の活動状況に関する調査
で、統計法に基づいた報告義務の
ある基幹統計調査です。対象は無
作為に選ばれた全国約9万1,000
世帯で、10歳以上の世帯員の皆さ
んです。
　調査結果は、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進、少子高齢化対策、男女
共同参画社会の形成などの施策に
必要な基礎資料として利用されま

す。
　調査をお願いする世帯には、10
月上旬から中旬にかけて、知事が
任命した調査員が伺い、調査書類
をお配りします。調査の趣旨、必要
性をご理解いただき、ご回答をお
願いします。
■問い合わせ先
　県民生活部統計課　
　052（954）6116（ダイヤルイン）

　町に「ふるさと阿久比応援寄付
金（ふるさと納税）」で次の方からご
寄付いただきました。
Whittaker　Ross　様（3万円）
田中　奈保　様（3万円）
山田　健悟　様（2万円）
小針　健一　様（1万1,000円）
田中　淳次　様（1万円）
市村　憲司　様（1万円）
田中　洋光　様（1万円）
橘　早苗　様（1万円）

株式会社東邦建設　様
　町内の各小中学校へ、経口補水
液500ミリリットルを144本ご寄付
いただきました。

阿久比町文化祭を中止

社会生活基本調査
にご協力を ご寄付ありがとうございます
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成年後見制度巡回相談成年後見制度巡回相談
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10 月の相談10月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　7日（木）、21日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　21日（木）
　場　所　役場1階会議室101
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　（４８）１１１１（内１１２２）

10月7日（木）
場　所　中央公民館本館308号室
時　間　午後1時～午後5時
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所
（知多市福祉活動センター内）
　0562（39）2663

広報あぐい　2021.9.15
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お知らせ
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16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標


